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(57)【要約】
　改良された医療用縫合デバイス、システム、及び縫合
方法は、縫合針をデバイスのハンドルに対して固定位置
に保持することができ、外科医が縫合デバイスのハンド
ルを把持し操ることにより、針を組織に通して挿入する
ことができる。実施例のデバイスは、耳鼻咽喉手順を含
む内視鏡下手術のために細長い先端部から伸長する針を
把持する二つのクランプを含む。二つのクランプは、外
科医が組織を縫合するとき、交互に縫合針を保持し、各
々のクランプは、針を把持するための基部側及び先端側
の保持ジョーを有する。好適に、基部側及び先端側の保
持ジョーの保持面が、針の湾曲した面に実質的に平行で
あり、実質的にデバイスの軸線に沿って保持力を針に及
ぼす。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縫合方法であって、
　縫合デバイスの本体をペイシャントの手術部位に導入する工程であって、前記本体がデ
バイスの軸線に沿って第１のクランプ及び第２のクランプに向かって伸長する、導入する
工程と、
　前記第１のクランプの先端側のジョー要素と基部側のジョー要素との間に針のベース部
を把持する工程であって、前記針が前記デバイスの軸に沿って前記基部側のジョー要素と
前記先端側のジョー要素との間に配置され、前記針が前記ベース部から尖った先端を有す
る組織貫通部へ伸長する針の軸線を有する、把持する工程と、
　前記第１のクランプが前記針を前記本体に対して固定位置に保持している間、前記針の
前記尖った先端を、前記ペイシャントの組織を貫通させて挿入する工程と、
　前記第２のクランプを支持するシャフトを前記デバイスの軸線に沿って平行移動させる
ことにより前記第２のクランプを前記針に向かって前進させ、及び前記第２のクランプを
前記シャフトの回りに回転させる工程と、
　前記針の前記組織貫通部を前記縫合デバイスの前記第２のクランプで把持する工程と、
　前記第１のクランプから前記針の前記ベース部を解除し、前記第１のクランプを支持す
るシャフトを前記デバイスの軸線に沿って平行移動させることにより前記第１のクランプ
を前記針から離して後退させ、及び前記第１のクランプを前記シャフトの回りに回転させ
る、工程と、
　前記第２のクランプが前記針を保持している間、前記縫合デバイスの前記本体を移動さ
せることにより前記針のベース端を、前記組織を貫通させて引く工程と、を含む、
縫合方法。
【請求項２】
　前記針の前記尖った先端を、前記組織を貫通させて挿入する工程、及び前記針の前記ベ
ース端を、前記組織を貫通させて引く工程の各々が、手で前記縫合デバイスの基部を保持
した治療者が前記縫合デバイスの前記本体を移動させる工程を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載された縫合方法。
【請求項３】
　針の一部を把持する工程が、
　前記第１のクランプ又は前記第２のクランプを前記デバイスの軸線に沿った軸方向へ前
記針に向かって前記針の側面の位置へ前進させる工程と、
　前記針が前記クランプの前記ジョー要素の間に軸方向に配置されたときに前記クランプ
を前記針の前記一部に向かって側方へ回転させる工程であって、それによって前記クラン
プが前記針の前記一部を部分的に取り囲む、回転させる工程と、
　前記クランプを前記針の前記一部に対して閉じる工程と、を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載された縫合方法。
【請求項４】
　さらに、前記クランプを前記針の前記一部に対して閉じる前に、前記クランプで前記針
を前記針の前記軸線に沿って軸方向に押圧する工程を含む、
請求項３に記載された縫合方法。
【請求項５】
　前記針の一部を把持する工程が、
　前記第１のクランプ又は前記第２のクランプを前記デバイスの軸線に沿った軸方向へ前
記針に向かって前記針の側面の位置へ前進させる工程と、
　前記クランプを前記針の前記一部に向かって側方へ回転させる工程であって、それによ
って前記クランプが前記針の前記一部を部分的に取り囲み、前記基部側のジョー要素が前
記針の一部の基部側にあり、前記先端側のジョー要素が前記針の一部の先端側ある、回転
させる工程と、
　前記クランプを、前記針の前記基部側で前記針に接触させ前記針を軸方向へ押圧するよ
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う前記デバイスの軸線に沿って軸方向に少し前進させる工程と、
　前記クランプを前記針の前記一部に対して閉じる工程と、を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載された縫合方法。
【請求項６】
　前記工程が請求項に記載されている順に行われる、
ことを特徴とする請求項１に記載された縫合方法。
【請求項７】
　前記第１のクランプ又は前記第２のクランプで前記針の前記一部を把持する工程が、さ
らに、
　前記クランプの基部側のジョー要素及び先端側のジョー要素を前記針に対して閉じるこ
とにより、保持力を前記針の前記一部の両外面に適用する工程を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載された縫合方法。
【請求項８】
　前記針の一部を把持する工程が、さらに、
　実質的に前記デバイスの軸線の方向にある前記クランプで、保持力を前記針の前記一部
に適用する工程を含む、
ことを特徴とする請求項７に記載された縫合方法。
【請求項９】
　さらに、前記第１のクランプで前記針の一部を解除する前に、前記ベース端近傍の前記
針の一部と前記尖った先端近傍の前記針の一部とを前記第１のクランプ及び前記第２のク
ランプで同時に保持する工程を含む、
請求項１に記載された縫合方法。
【請求項１０】
　前記針を同時に保持する工程が、さらに、前記第２のクランプの保持力を増加させなが
ら同時に前記第１のクランプの保持力を減少させる工程を含む、
ことを特徴とする請求項９に記載された縫合方法。
【請求項１１】
　一方のクランプの前記保持力の増加が、他方のクランプの前記保持力の減少におおよそ
対応している、
ことを特徴とする請求項１０に記載された縫合方法。
【請求項１２】
　前記デバイスの先端部を体腔に挿入する工程が、さらに、前記クランプがトロカールを
通ったあとに、前記クランプを折り畳み形態から作動形態へ広げる工程を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載された縫合方法。
【請求項１３】
　前記クランプを折り畳み形態から作動形態へ広げる工程が、シースを前記本体に対して
移動させる工程を含み、前記シースが、前記トロカールを通した挿入を容易にするよう前
記折り畳み形態にあるとき前記クランプを押さえ、及び前記クランプを前記作動形態へ展
開させるよう移動される、
ことを特徴とする請求項１２に記載された縫合方法。
【請求項１４】
　前記クランプを折り畳み形態から作動形態へ広げる工程が、前記クランプを、シースを
越えて先端方向へ前進させる工程を含み、前記シースが、前記トロカールを通した挿入を
容易にするよう前記折り畳み形態にあるとき前記クランプを押さえている、
ことを特徴とする請求項１３に記載された縫合方法。
【請求項１５】
　さらに、
　前記作動形態にある前記クランプを保持する係止機構を解除する工程と、
　前記トロカールからの除去を容易にするよう前記クランプを前記作動形態から折り畳み
形態へ折り畳む工程と、を含む、
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請求項１２に記載された縫合方法。
【請求項１６】
　前記把持する工程及び解除する工程が、外科医の手で前記縫合デバイスのハンドルを作
動させることにより行われる、
ことを特徴とする請求項１に記載された縫合方法。
【請求項１７】
　前記クランプの把持及び解除が、ハンドルを、前記本体に対する第１の形態と前記本体
に対する第２の形態との間で移動させる工程を含み、前記ハンドルの前記第１の形態から
前記第２の形態へ、及び前記第１の形態へ戻る移動が、ハンドルの作動サイクルを画成し
、ハンドルの作動サイクルの各々で、前記針が、少なくとも一度、交互に、前記第１のク
ランプによって支持され、及び前記第２のクランプによって支持される、
ことを特徴とする請求項１に記載された縫合方法。
【請求項１８】
　縫合針とともに使用するための内視鏡下縫合デバイスであって、
　配置された基部と先端部とを有する本体であって、前記基部と前記先端部との間に伸長
するデバイスの軸線を有する本体と、
　前記本体の前記先端部から伸長可能な第１のシャフトであって、前記デバイスの軸線に
沿って軸方向に移動可能であり、且つ前記本体に関連して回転可能な第１のシャフトと、
　前記第１のシャフトに支持される第１のクランプであって、基部側のジョーと先端側の
ジョーとを有する第１のクランプと、
　前記本体の前記先端部から伸長可能な第２のシャフトであって、前記デバイスの軸線に
沿って軸方向に移動可能であり、且つ前記本体に関連して回転可能な第２のシャフトと、
　前記第２のシャフトに支持される第２のクランプであって、基部側のジョーと先端側の
ジョーとを有する第２のクランプと、
　前記シャフトの軸方向移動及び回転移動により前記第１のクランプ及び前記第２のクラ
ンプ各々を縮小位置と把持位置との間で移動させるリンクであって、各々のクランプが、
前記把持位置において前記針の一部を把持することにより前記基部側のジョーと前記先端
側のジョーとの間に前記針が前記デバイスの軸線に沿って配置され、各々のクランプが、
前記針から離れて側方へ回転し、及び前記針から離れて前記縮小位置へ基部方向に縮小さ
れることにより前記縮小されたクランプと組織及び／又は針との間のクリアランスが増加
する、リンクと、を含む、
内視鏡下縫合デバイス。
【請求項１９】
　前記第１のシャフト及び第２のシャフト各々が前記本体の前記先端部から先へ伸長する
シャフトの軸線を有し、
　前記リンクが、クランプを縮小位置から把持位置へ移動させるとき、
　前記第１のクランプ又は前記第２のクランプを前記デバイスの軸線に沿った軸方向に前
進させることと、
　前記軸方向に前進したクランプを前記シャフトの軸線の回りに回転移動させ、前記針が
、前記デバイスの軸線に沿って前記基部側のジョーと前記先端側のジョーとの間に配置さ
れるようにすることと、
　前記クランプを前記針に対して閉じ、前記針が前記クランプの前記基部側のジョーと前
記先端側のジョーとの間に保持されるようにすることと、によって、
前記クランプを移動させる、
ことを特徴とする請求項１８に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項２０】
　前記リンクが、前記クランプを少し軸方向に移動させ、それによって、前記クランプを
前記針に対して閉じる前であって、前記クランプが前記シャフトの軸線の回りに回転移動
した後に、前記基部側のジョーが前記針に係合する、
ことを特徴とする請求項１９に記載された内視鏡下縫合デバイス。
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【請求項２１】
　前記リンクが、クランプを把持位置から縮小位置へ移動させるとき、
　前記基部側のジョーと前記先端側のジョーとの間で前記針を解除するよう前記第１のク
ランプ又は前記第２のクランプを前記デバイスの軸線に沿って開くことと、
　前記クランプが前記針から離れるように前記クランプを前記シャフトの軸線の回りに回
転移動させることと、
　前記クランプを前記針から離して前記デバイスの軸線に沿って軸方向に移動させること
と、によって、
前記クランプを移動させる、
ことを特徴とする請求項１９に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項２２】
　クランプ、基部側のジョー、先端側のジョー、及びシャフトの各々が剛性を有する、
ことを特徴とする請求項１８に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項２３】
　前記第１、第２のクランプ、該第１、第２のクランプ各々を移動させる前記第１、第２
のシャフト及び前記リンクが、消毒又はさまざまなカートリッジによる前記デバイスのカ
スタマイズを容易にするよう取り外し可能なカートリッジを含む、
ことを特徴とする請求項１８に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項２４】
　前記第１及び第２のクランプ各々を移動させる前記リンクが、圧縮ロッドを含む、
ことを特徴とする請求項２２に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項２５】
　前記移動させるリンクが、さらに、ばねを含む、
ことを特徴とする請求項２５に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項２６】
　さらに、前記本体の基部端に配置されたハンドルであって、前記リンクにより前記第１
、第２のクランプに接合されたハンドルを含み、
　前記ハンドルの作動サイクルが、
　前記把持位置にある前記第１のクランプ及び前記縮小位置にある前記第２のクランプと
、
　前記把持位置にある前記第２のクランプ及び前記縮小位置にある前記第１のクランプと
、を繰り返す、
ことを特徴とする請求項１８に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項２７】
　前記ハンドルの作動サイクルの間、各々のクランプが他方のクランプが閉じた後に開き
、それによって前記クランプが前記針を前記本体に対して実質的に固定した位置に保持す
る、
ことを特徴とする請求項２６に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項２８】
　前記ハンドルの作動サイクルの一部の間、各々のクランプが前記針を挟んで閉じている
、
ことを特徴とする請求項２６に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項２９】
　両方のクランプが前記針を挟んで閉じているときの前記作動サイクルの一部の間、一方
のクランプが前記針に増加する力を及ぼすと同時に他方のクランプが前記針に減少する力
を及ぼす、
ことを特徴とする請求項２６に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項３０】
　前記リンクが、前記第１のクランプ又は前記第２のクランプを前記針に向かって前進さ
せ、前記クランプを前記針に向かって側方に回転させる、
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ことを特徴とする請求項１８に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項３１】
　前記第１又は第２のクランプの前記基部側のジョー及び前記先端側のジョーの各々が保
持面を有し、該保持面が保持するようほぼ全体に軸方向に位置付けられている、
ことを特徴とする請求項１８に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項３２】
　さらに、前記針を把持する間、該針を押して前記ジョーの前記保持面と一列に並べるた
めの、ジョー要素の端部に配置された斜面状突起部を含む、
請求項３１に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項３３】
　前記第１又は第２のクランプの組立体が折り畳み形態と作動形態とを有し、前記クラン
プが、前記折り畳み形態において、患者の体腔へトロカールを通して導入することを容易
にするよう低減された外形を有し、前記クランプが、前記作動形態において、前記縫合デ
バイスの操作を容易にするよう広がる、
ことを特徴とする請求項１８に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項３４】
　さらに、シースを含み、
　該シースが、前記トロカールを通して挿入する間、前記クランプを前記折り畳み形態で
収容し、前記クランプが前記作動形態にあるとき、前記シースが前記クランプより基部側
に位置する、
ことを特徴とする請求項３３に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【請求項３５】
　前記縫合デバイスの前記先端部が、前記縫合デバイスに取り外し可能に接合される、
ことを特徴とする請求項１８に記載された内視鏡下縫合デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、米国特許法第１１９条(ｅ)の定めにより２０１０年６月２５日に出願された
米国仮特許出願第６１／３５８，７６４号の利益を主張し、その全ての開示事項が全ての
目的のために引用により本明細書に組み入れられる。
【０００２】
　以下の同一出願人による出願及び特許である、名称「Suturing Device, System, and M
ethod」の２００６年９月１４日に出願された米国特許出願第１１／５３２，０３２号、
２００５年９月１４日に出願された米国仮特許出願第１１／２２７，９８１号、２００９
年８月４日に出願された米国特許出願第１２／５３５，４９９号、２００８年３月１７日
に出願された米国特許出願第１２／０４９，５５２号、及び２００９年３月１７日に出願
された米国特許出願第１２／０４９，５４５号は、関連する主題を開示しており、これら
は引用により本明細書に組み入れられる。
【背景技術】
【０００３】
　本発明は、概して、医療デバイス、システム、及び方法に関する。特定の実施形態では
、本発明は、オープンサージェリー、低侵襲外科的手順、ロボット手術等において組織を
縫合するためのデバイス、システム、及び方法を提供する。
【０００４】
　手術の多くの態様は、ここ数十年の間に根本的に変化したが、外科的技術のいくつかは
、依然として全く変わらないままである。例えば縫合は、５０年前と同様に、組織の近置
、組織の結紮、組織の互いの固定等について一般的な技術のままである。
【０００５】
　縫合は、オープンサージェリー手順において、病変組織を治療的に処置し、及び外科的
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アクセス部位や他の創傷を閉じるために代々用いられてきた。最近では、低侵襲性の外科
的技術の利用が拡大し、外科的療法は、内部手術部位で行われることが多くなった。外科
医がこれらの内部手術部位を見ることができるように広範な視覚化技術（腹腔鏡及び他の
内視鏡的視覚装置、Ｘ線透視法、及び他の遠隔撮像様式等）が開発され、様々な新しい組
織治療技術（超音波技術、電気手術技術、凍結手術技術等）が開発されて今や広く利用可
能であるが、多くの最新の外科的処置は、引き続き縫合に依存している。
【０００６】
　組織縫合の広範でさまざまな代替方法が開発され、いくらかの外科的手順において異な
る程度で受け入れられている。ステープル及び組織接着剤は、多くのオープンサージェリ
ー及び低侵襲性手術環境でかなり頻繁に用いられており、さまざまな組織溶接技術も提案
されている。それにも関らず、縫合は、多くの代替方法よりも優れたいくつもの利点を提
供するので、依然として手術において普遍的である。
【０００７】
　縫合の利点は、外科医が年来培ってきた多くの知識及び技能の基礎を含む。加えて、市
販の予め包装されたさまざまな外科用縫合針が、非常に手頃な価格で多数の供給元から入
手可能になっている。外科医は、縫合針を把持して初めに押し、次に標的組織を貫通して
引き抜くことにより縫合縫い目の位置を正確に制御することができる。オープンサージェ
リーでは、外科医は、自分の手で縫合針を直接把持することもできるが、オープン及び低
侵襲性の手順の両方は、針を針把持ツールで掴み、そのツールを操作して縫合の縫い目に
配置するようにすることにより行われることが多い。縫合により得られる結果は、外科医
のスキルによるとはいえ、高度に予測可能である。この利点を考慮すると、縫合の利用は
すぐにはなくなりそうになく、多くの場合、より最新のロボット利用の外科的技術により
縫合が行われ得る。
【０００８】
　縫合は、その顕著な利点によって手術の少なくとも部分において依然として一般的であ
るが、縫合に不利な点がないわけではない。特に、多数の縫合縫い目を配置することは、
消耗を生じさせ、非常に時間がかかる場合がある。縫合針を操作することは、標的組織の
周囲で多くの場合に利用可能な制限されたスペースのために、オープンサージェリーでも
困難な場合がある。縫合針の操作は、典型的には手術部位からずれた位置にあるディスプ
レイで手順を見ながら、多くの場合、小さな開口を通って伸長する柄の長いツールを用い
て針を操作する低侵襲性の外科的手順において、より大きい課題であり得る。好ましい張
力量等で結び目を作ることは、入り組んだ精密な縫合の操作を必要とし、オープンサージ
ェリー及び低侵襲性手術をさらに複雑にし、進行を遅延させる場合がある。実際に、アク
セス部位を閉鎖／縫合するのに費やされる時間は、もともとの標的組織を多くの手順で処
置するのに費やされる時間よりも著しく長い場合がある。低侵襲性手順における組織縫合
の課題は、そのような手順がしばしば、内部手術部位への数が制限された比較的小さなア
クセス開口に依存して、創傷を制限しようとするので、特に深刻である場合がある。内視
鏡及び他の低侵襲性外科的技術は患者（ペイシャント）へ多大な利点を提供し得るが、そ
れらの利点は、外科医のスキルと既知の内視鏡用針把持具等を使用した縫合に費やされる
時間の両方の増大に依存する場合がある。
【０００９】
　上記の欠点に取り組もうとする、標準の外科的縫合構造及び方法を修正するためのさま
ざまな提案がなされている。このような提案の少なくともいくつかは、特殊な、及び／又
は専用の縫合針システムに依存しようとするものがあり、これは費用を増大させ、特に第
三世界の諸国において、広く受け入れることを不可能にさせ得る。残念ながら、現行の縫
合技術を修正するための提案の多くはまた、縫合針を組織内、及び／又は組織を貫通して
進めるのにデバイスを自動的又は間接的に機械的に移動させることに依存する等によって
、縫合配置における外科医の制御を低下させ得る。これらの新しい提案は、１つ又はそれ
以上の外科的手順において過去に異なる程度で受け入れられており、又は将来に受け入れ
られる可能性があるが、標準の縫合技術は、手術全体を通じて一般に依然として優位であ
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る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記に鑑みて、改良された縫合デバイス、システム、及び方法を提供することが好まし
い。好ましくは、縫合に必要な時間、外科医にかかる負担、縫合技術の技量又は時間効率
を達成することに伴うトレーニング等を低減しながら、標準縫合技術の利点の一部、ほと
んど、又は全てを維持することが、一般に好ましい。それらの改良が、低侵襲の外科的手
順及び／又はオープンサージェリー手順のために提供され、さらに、新しい設備に広範な
資本投資を必要とすることなく、縫合プロセスの複雑さを著しく増大させることなく、ま
たは、特殊な、又は専用の縫合針等に頼る必要もなければ、特に利点があるだろう。また
、縫い合わせの平易さと正確さとを増大させ、及び／又は制限された数のカニューレ、ト
ロカール、又は他の低侵襲性外科的アクセスツールを使用して内部手術部位内を縫合する
ことを容易にし、促進し、さまざまな異なる手順及び患者の生理学に速やかに適合する代
替的な針把持器構成が好ましいだろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、概して、改良された医療縫合デバイス、システム、及び縫合方法を提供する
。本発明の実施形態は、標準的なオープン縫合技術及び／又は低侵襲縫合技術の利点のい
くつか又は全てを保持し、スピード及び使い勝手を向上させる改良された縫合システム、
デバイス及び方法を提供する。いくつかの実施形態はオープン外科的手順の広い範囲で使
用され得るが、多くの有利な実施形態は、縫合部位へのアクセスが制限される、最小侵襲
手術又は低侵襲手術、及び／又は耳鼻咽喉手術、小児手術、内視鏡下手術（トロカールの
アクセスを有する、又は有しない）、腹腔鏡手術、その他の手順について特に有用であろ
う。連接運動が、デバイスの細長い軸線に沿って圧縮荷重を受ける、外側の本体又はシー
スの内側の作動シャフトの軸方向移動により、ハンドルから針を把持するクランプ（把持
器）へ伝達され得るが、代替的な実施形態は、引っ張り荷重を受ける作動ケーブルを使用
し得る。デバイスは、いずれも軸方向に前進し回転して針を把持する二つの交替型のクラ
ンプを有し、針に対する把持力は実質的にデバイスの長手方向の軸に沿って適用され、把
持面は湾曲した針の面に対して実質的に平行である。クランプが交替するとき針にわずか
に圧力がかかるように針を把持することは、クランプが針を握るのを交替するときに起こ
り得る針の長手方向への「ウォーキング（walking）」を防止し得るので、利点を有する
だろう。いくつかの実施形態では、内視鏡下手順の準備において、デバイスのクランプを
トロカールに軸方向に通すことを容易にするよう、挿入後にジョー（顎部）が側方に広が
る、又は展開する場合がある。この方法により、より厚い組織を縫合するために好ましい
、より大きい針、及び創縁から針を刺すまでのより大きい距離により簡単に適合する、比
較的大きなジョーの開口を有するクランプを使用することが可能になる。
【００１２】
　第一の態様において、本発明は、縫合針とともに使用するための縫合デバイスを提供す
る。デバイスは、基部（近位部）と先端部（遠位部）とを有する本体を含む。先端部は、
組織を縫合するクランプを有する作動部を含み、先端（遠位）方向は、患者の組織へ向か
う方向である。基部は、デバイスを制御するために外科医によって保持され、基部（近位
）方向は外科医に向かう方向である。本体は、第１のシャフト及び第２のシャフトを含み
、それら第１、第２のシャフトは、先端部から伸長し、デバイスの軸に沿った軸方向に移
動可能であり且つ各々のシャフトの回りを回転移動可能である。第１のクランプ及び第２
のクランプが、第１のシャフトと第２のシャフトとに各々支持され、それらはシャフトの
先端に取り付けられていてよく、シャフトは本体から先端方向へ伸長している。各々のク
ランプは基部に近い（基部側）ジョーと先端方向にある（先端側）ジョーとを含み、先端
側のジョーは、デバイスの軸に沿って基部側のジョーの先端方向にある。第１及び第２の
クランプの移動は、デバイスの本体内のリンクによってもたらされる。作動時、リンクが
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、縮小（後退）し外れた位置と把持位置との間で、各々のシャフトを軸方向に移動させ回
転させることによってクランプを移動させる。把持位置にあるとき、各々のクランプは、
デバイスの軸に沿って、基部側のジョーと先端側のジョーとの間に配置された針の一部を
把持する。縮小した位置の場合、各々のクランプは針から離れて側方へ回転され、基部方
向に縮小され、縮小したクランプと組織及び／又は針との間のクリアランスを増加させる
。いくつかの実施形態において、任意の又は全てのクランプ、ジョー及びシャフトが、剛
性材料から成る場合がある。
【００１３】
　随意的に、クランプ、シャフト、及び各々のクランプを移動させるリンクは、取り外し
可能なカートリッジを含む。取り外し可能なカートリッジは、消毒が容易であり、または
、異なるカートリッジでデバイスをカスタマイズすることを容易にする。カートリッジは
、シャフト及び／又はクランプの寸法やクランプの形態などさまざまな点で異なる場合が
ある。いくつかの実施形態において、第１及び第２のクランプ各々を移動させるリンクが
圧縮棒を含む。リンクはまた、第１又は第２のクランプを移動させる一つ以上のばねを含
み、それによってクランプのジョーを開く、または閉じるためのばね力、または、可動ハ
ンドルを移動させるためのばね力を与える。
【００１４】
　好適な実施形態において、縫合デバイスは、本体の基部端にハンドルを有する。ハンド
ルはリンク機構によって第１及び第２のクランプに連結されており、ハンドルの作動によ
り、第２のクランプが縮小した位置にあり第１のクランプが把持位置にある状態と、第１
のクランプが縮小した位置にあり第２のクランプが把持位置にある状態とが交互に繰り返
される。針の把持において、好適に、リンクが、デバイスの細長い軸に沿って第１又は第
２のクランプを軸方向に前進させ、クランプを、該クランプを支持するシャフトの軸線の
回りに回転させ（クランプはシャフトの軸線からオフセットされており、それによってク
ランプが針の軸線に向かって側方に移動することができる）、クランプを、針に圧力を加
えるように、デバイス本体の軸方向に沿って少し前進させた後、クランプを針の一部に対
して閉じさせる。理想的に、ハンドルの作動は、第１の位置から第２の位置へのハンドル
の移動を含み、それは典型的に、治療者がハンドルを片手で強く握ることによって行われ
る。多くの場合、作動サイクルを通して、一方のクランプが針を把持したあとの短時間、
両方のクランプが針の一部を保持している。
【００１５】
　随意的に、作動サイクルを通して、各々のクランプは他方のクランプが閉じた後に開き
、それによってクランプは、縫合デバイスの本体に対して実質的に固定位置に針を保持す
ることができる。移動を生じさせるリンクは、サイクルの間の異なる時間において、第１
及び第２のクランプの各々を針に向かって前進させ、及び針に向かって側方に回転させる
。理想的に、クランプは、クランプのジョーの間に針を把持するように、針の湾曲と同一
の平面内でボディに向かって回転する。クランプのジョーは、主として（及び、多くの場
合、ほぼ全体に）デバイスの軸線に沿った方向に保持するよう配置された保持面を有する
場合がある。ジョーはまた、ジョー要素の端部に、針がジョーの把持範囲内にある間、そ
の針がジョーの保持面に整列するよう押すための斜面状の突出部を有していてよい。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、縫合デバイスのクランプの少なくとも一方（好適には、
両方）が、折り畳み形態と作動形態とを有する。折り畳み形態ではクランプの構成要素が
折り畳まれ、それによってデバイスの全体の外形が低減され、トロカールを通してデバイ
スを導入することが容易になる。作動形態においてクランプは展開され、上記のような縫
合プロセスの間、クランプの通常の操作を容易にする。折り畳み可能なクランプを有する
実施形態において、縫合デバイスはまた、少なくとも部分的にクランプを収容するシース
と、折り畳み位置にある本体とを含む場合がある。治療者はクランプを折り畳み位置に折
り畳むように、あるいは、クランプを作動形態に展開するように、シースを回転させ得る
。典型的に、クランプを展開させたあと、クランプは係止機構によって作動形態に係止さ
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れ、それは解除ボタンを押すことによって、クランプの折り畳みを容易にするよう解除さ
れ得る。シースは、該シースが移動又は回転されるとき、形態間のクランプを案内するタ
ブを含む場合がある。
【００１７】
　さらにもう一つの態様において、本発明は縫合方法を提供する。該方法は、縫合デバイ
スの本体をペイシャントの手術部位に導入する工程を含む。本体は、その先端近傍に配置
された第１及び第２のクランプに向かってデバイスの軸線に沿って伸長する。外科用縫合
針のベース部が、デバイスの軸線に沿って、第１のクランプの先端側のジョー要素と基部
側のジョー要素との間に把持される。第１のクランプが針を本体に対して固定された位置
に保持している間、針の尖った先端が患者の組織を貫通して挿入される。続いて第２のク
ランプが、該第２のクランプを支持するシャフトがデバイスの軸に沿って平行移動し、及
びそのシャフトの回りに回転することにより、針に向かって前進する。その後第２のクラ
ンプは針の組織を貫通した部分を把持し、第１のクランプは針のベース部を放し、シャフ
トの回りに回転しデバイスの軸に沿って平行移動することにより、縮小した位置に引っ込
む。続いて針のベース端が、第２のクランプが針を保持している間に縫合デバイスの本体
を移動させることにより、身体の組織を貫通して引き抜かれる。
【００１８】
　多くの場合、針の尖った先端を、組織に貫通させて挿入すること、及び針のベース端を
、組織に貫通させて引き抜くことは、治療者又は外科医が、縫合デバイスのハンドル等の
基部を手で保持すること、及びデバイスの基部を移動させる又は回転させることを含む。
典型的に、クランプで針を把持することは、クランプを、針の横の位置へ、デバイスの軸
に沿った軸方向に針に向かって前進させ、クランプが針の一部を部分的に取り囲むように
クランプを針に向かって側方へ回転させること、及びその後、針に対してクランプを閉じ
ることを含む。治療者が、縫合デバイスの基部を手動で移動又は回転させることにより針
を動かせるようにすることで、治療者は組織の縫合において、より大きな制御を保つこと
ができる。治療者は、さまざまな状況によって縫合プロセスを変更しなければならない場
合があるので、この点は有利である。例えば、治療者が、針が最初に組織に挿入されたと
きに、針が血管に挿入されたことを示す出血に気づいた場合、治療者はただ針を動かすこ
とをやめ、部分的に挿入された針を、ベース部に係合したクランプを使用し挿入経路に沿
って抜き戻すことにより針を取り除いて、血管にそれ以上の損傷を与えないようにするこ
とができる。加えて、デバイスのこの態様は、治療者が、針が組織を貫通して進むときの
「感触（feel）」保つようにすることができ、それによって外科医は、さまざまな組織の
位置を確認し、または避けることができる。縫合デバイスを使用した縫合方法は、縫合さ
れる組織の挿入ポイントを選択する工程と、該挿入ポイントで針を組織に挿入する工程と
、組織の第２の挿入ポイントを選択する工程と、該第２の挿入ポイントで針を組織に挿入
する工程と、及び組織の縫合が完了するまで追加の挿入ポイントを選択し該ポイントで針
を組織に挿入する工程とを含んでよい。該方法は、治療者が組織における代替の挿入ポイ
ントを選択することを望む場合に、部分的に挿入された針を挿入経路に沿って抜き戻すこ
とにより、針を任意の挿入ポイントから取り除く工程を含む場合がある。例えば、針が血
管に入って出血を起こした場合、または針が、治療者が縫合を避けたい組織又は部位に入
った場合、治療者は針を取り除き組織内の代替の挿入ポイントを選択することを望む場合
がある。
【００１９】
　多くの実施形態において、縫合方法は、クランプが針上で閉じる前に、クランプで、針
に軸に沿った軸方向の圧力を加える工程を含む。多くの場合、クランプが針を挟んで閉じ
る前に、基部側のジョーを針に向かって少し前進させるようにして、クランプの基部側の
ジョーが針に圧力を軸方向に加えるよう使用される。理想的に、クランプで針の一部を把
持する工程は、針の曲率半径を有する面の内側から針を把持する工程を含む。本発明のも
う一つの態様において、クランプのジョーが針に、実質的にデバイスの軸線の方向に保持
力を及ぼす。本方法はまた、いずれかのクランプで針を解除する前に、両方のクランプで
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針を同時に保持する工程を含む場合があり、それによって患者の体腔内で針をうっかり離
すということを防ぎ得る。好適に、針が両方のクランプによって同時に保持されるとき、
一方のクランプが針に及ぼす保持力が増加する間、他方のクランプが針に及ぼす保持力が
減少し、保持力の増加と減少とがおおよそ釣り合っている。
【００２０】
　別の実施形態において、方法はさらに、クランプを折り畳み形態から作動形態へ移動さ
せる工程、及びその逆に移動させる工程を含んでよい。クランプは、クランプの回りにシ
ースを回転させることによって折り畳まれ及び展開されてよく、シースは、クランプの一
方の形態から他方の形態への移動を案内する、又は容易にするためのタブを有していてよ
い。クランプが展開された後、クランプは係止機構を使用して作動形態に係止されてよく
、その後、クランプを折り畳む前に、係止が解除されてよい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は縫合デバイスの実施形態を示す。
【図２】図２は、取り外し可能な先端部が基部のハンドルから取り外されている縫合デバ
イスを示す。
【図３】図３は、一方のクランプが針を把持する最も先端の位置にあり、他方のクランプ
が、最も基部側の位置に縮小している、縫合デバイスの二つのクランプを示す。
【図４】図４は、針を把持するための二つのジョーを有する実施例のクランプを示す。
【図５】図５はクランプの分解図を示す。
【図６】図６は実施例のクランプを示し、押しロッドの基部方向への移動によりクランプ
のジョーが開いて針を解除することを示す。
【図７】図７は、押し棒の先端方向への移動によって、クランプのジョーが閉じて針を把
持する実施例のクランプを示す。
【図８】図８は、押し棒の基部方向への移動によってクランプのジョーが開く実施例のク
ランプを示す。
【図９】図９は両方のクランプが最も基部側の位置にある縫合デバイスを示す。
【図１０】図１０は、最も先端の位置にある一方のクランプが針を把持し、他方のクラン
プが最も基部側の位置にある縫合デバイスを示す。
【図１１】図１１は、一方のクランプが針のベースを把持している縫合デバイスを示し、
デバイスの回転移動によって針の尖った先端が組織に通されることを示す。
【図１２】図１２は一方のクランプが尖った先端近傍で針を把持している縫合デバイスを
示す。
【図１３】図１３は、縫合デバイスの先端部内の、クランプを移動させるリンクの個々の
構成要素を示す。
【図１４】図１４は、縫合デバイスの先端部内の、リンクの個々の構成要素の分解図であ
る。
【図１５】図１５は、シャフトが前進するときクランプのシャフトに回転移動を伝達する
押し棒及びらせんブッシュを示す。
【図１６】図１６は、縫合デバイスの先端部内のリンクの押し棒及び止めプレートを示す
。
【図１７】図１７は、縫合デバイスの基部内の、クランプを移動させるリンクの個々の構
成要素を示す。
【図１８】図１８は、縫合デバイスの基部内の、リンクの個々の構成要素の分解図である
。
【図１９】図１９は、リンクの構成要素に軸方向移動を生じさせクランプのシャフトを順
に交替させるリンクの個々の構成要素を示す。
【図２０】図２０は縫合デバイスのクランプの他の実施形態を示す。
【図２１】図２１は縫合デバイスのクランプの他の実施形態を示す。
【図２２】図２２は縫合デバイスのクランプの他の実施形態を示す。
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【図２３】図２３は縫合デバイスのクランプの他の実施形態を示す。
【図２４】図２４は縫合デバイスのクランプの他の実施形態を示す。
【図２５】図２５は縫合デバイスのクランプの他の実施形態を示す。
【図２６】図２６は縫合デバイスのクランプの他の実施形態を示す。
【図２７】図２７は、各々のクランプが折り畳み形態及び開いた形態を有する、クランプ
の他の実施形態を示す。
【図２８】図２８ａ、図２８ｂは、各々のクランプが折り畳み形態及び開いた形態を有す
る、クランプの他の実施形態を示す。
【図２９】図２９は、各々のクランプが折り畳み形態及び開いた形態を有する、クランプ
の他の実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明は、外科的縫合に適用するための改良された医療デバイス、システム、及び方法
を提供する。本発明が、組織を縫合するための内視鏡下及び／又はオープン技術を容易に
し、特に、長い切開を縫合することが望ましいときに、スピードを増加させ、縫合適用の
簡潔さを向上させることが適切に理解されるだろう。
【００２３】
　本発明は、ヒト及び動物両方の外科手術における組織縫合で、広範囲に使用されること
が分かるだろう。内視鏡下手順（例えば、腹腔鏡）に加えて、本発明はアクセスの制限を
含む手術、及び組織の接合が望ましい他の外科的分野で使用され得る。本発明は、スピー
ドを増大させ、縫い目をそろえる容易さ及び結び目を形成する容易さを改良することによ
って、大きな切開を縫合することにおいて特に利点を提供する。本明細書に記載されるデ
バイス及び関連する手法は、例えば、（これらに限定されないが）さまざまな臓器（中で
も、腸、子宮）等の解剖学的組織の種々の層を縫合するために使用され得る。静脈、動脈
を含む広い範囲の血管もまた、本明細書に説明される手法を使用し、融着等を形成するた
めに接合され得る。スピードを増大させ、及び／又は外科的縫合の形成を容易にすること
に加えて、本発明に基づくデバイスは、外科医の手の移動と外科的縫合針の移動との間の
固定した関連を維持することによって、縫合適用プロセス全体の外科医の制御を向上させ
る。本発明の変形は、例えば、ロボットシステムのアクチュエータのような自動化システ
ムに使用され得る。
【００２４】
　本明細書に記載されるデバイスは、再利用を含む手術器具に使用される標準の消毒手法
を規定する。付加的にデバイスの部分のほとんど又は全部が繰り返し消毒するのに適した
材料（例えば、ステンレス鋼、他の金属、合金等）から成るので、消毒は、加圧滅菌器、
化学殺菌手法や照射殺菌等により行われ得る。または、縫合を行うためのデバイスの取り
外し可能な部分（ないしは全体）は、手術器具に適したプラスチックから成る一つ以上の
部分を含んでよく、そのような部分又はデバイスは随意的に使い捨て可能である。
【００２５】
　本発明に基づく縫合デバイスは、通常手術に使用される針、例えば、平坦な保持面を有
する針だけでなく、円形、三角形、又は他の断面形状を有する針を有する標準の縫合材料
を用いることを可能にする。典型的に、外科用縫合針は、多くの場合、ベース部と尖った
貫通部とを含み、曲率半径を有する。
【００２６】
　図１及び図２を参照して、縫合デバイスの実施形態は、先端部１及び基部２を有する本
体を含む。先端部及び基部は、全体を一体的に製造されてよく、または、例えば、図２に
図示されているように、急速継手により手術の前に接合することができる別個のユニット
として製造されてもよい。取り外し可能な先端部１は、使い捨てできるものであってよく
、または、さまざまに適用するためのいくつかの修正品を有していてよい。先端部１は二
つのクランプ５、６に接合された二つの圧縮ロッド２８、４０を含む。組み立てデバイス
が繰り返し作動するとき、クランプが交互に外科用縫合針３を保持することができ、それ
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によって治療者が糸４で組織を縫合することができる。基部２は、治療者が縫合デバイス
を保持するためのハンドル２０と、特に内視鏡下手順において、外科医がデバイスのクラ
ンプ５及び６を作動させて組織を縫合するための可動ハンドル２１とを含む。
【００２７】
　縫合デバイス本体の先端部１は、典型的に、円形の断面形状を有する長く細い本体又は
作動部分を含む。デバイスの適用は、先端部１の寸法を決定する。例えば、内視鏡下手順
のためのデバイスの先端部１は、トロカールを通して挿入できる断面形状と、所望の深さ
での縫合適用を保証する長さとを有する細長い作動部分から成る場合がある。
【００２８】
　本体の基部２は、それによって治療者が縫合デバイスを保持できるハンドル２０と、そ
れによって治療者が縫合デバイスを作動させることができる可動ハンドル２１とを含む。
【００２９】
　縫合デバイスの二つのクランプは、通常湾曲した形状を有する標準の外科用縫合針３で
あって、ベースに縫合糸４が取付けられる外科用縫合針３とともに使用され得る。針の寸
法は接合される組織のタイプに応じて選択され得る。図３に図示されている二つのクラン
プ、クランプ５及び６は、例えば、先端部１の先端又は先端近傍に位置している。図３の
実施形態において、クランプ５が、糸４が取付けられた針のベース近傍で針を保持し、他
方のクランプ６は縮小した位置において、空きの状態になっている。作動時には、クラン
プ５とクランプ６とが針の保持を交互に行う。クランプ６が尖った先端近傍の挿入部分に
沿って針３を保持するとき、クランプ５は基部方向の端に縮小する。理想的に、クランプ
５及び６は同一のものであり、図３に図示されているように右から左へ縫合する、及び、
例えば、外科医が左手でハンドルを保持する場合に、左から右へ縫合するために、針を固
定できるようにしている。
【００３０】
　図４、図５に例示的に図示されているように、各々のクランプは二つのジョー要素、ジ
ョー７及びジョー８を含み、これらジョーはクランプに関連するピン９に取付けられ、ヨ
ーク１０によって所定の位置に保持されており、ヨーク１０はまた、クランプシャフト１
２の端部に取付けられている。クランプシャフト１２及びヨーク１０は、軸方向に移動可
能な筒状の押し棒１１の内側に収容されている。クランプシャフト１２は、図３及び図４
に例示的に図示されているように、クランプがその回りを回転することができる軸中心線
１０２を有する。この形態において、ばね１３がジョー７とジョー８との間に位置してお
り、それらを開いた位置に保持する。クランプの圧縮ロッドが先端方向へ動かされると、
押し棒１１がジョー７及びジョー８の側面を押し、図７に矢印で示されているように、そ
れらを互いの方向へピン９を軸に回転させる。押し棒１１が基部方向へ移動するに従い、
ジョー７及びジョー８は、図６に例示的に矢印で示されているように、ばね１３の働きに
より開く。ジョー７、８が針３を握って保持し、針はジョーの表面１４の間に軸方向に把
持される。理想的に、針が保持されているとき、ジョーの表面１４は、針の湾曲した面に
実質的に平行に位置している。針が所定の位置に確実に保持されることを保証するために
、ジョー表面１４は、例えば、ハードコーティング、ダイアモンドスパッタリング、また
は硬質合金、例えば、炭化タングステンベースの合金から成る挿入物により補強され得る
。ジョー７、ジョー８の各々は、図５、図７に例示的に図示されているように、歯の形状
をした斜角の突出部１５を有し、それは、針が何らかの理由で固定ゾーンから外れそうな
場合、針を「軽く押す」ことで固定ゾーン内へ戻し、それによって、縫合デバイスの操作
中に針が落ちることを防ぐ。
【００３１】
　各々のクランプ及び／又はクランプシャフトは、クランプを閉じている間又はクランプ
を閉じた後に、クランプが針の弧に適応することによりクランプで針を曲げることがない
動作範囲を有する。例えば、例示的に図７に示されているように、把持位置にあるとき、
クランプはクランプシャフトの回りの制限された回転の自由を有する場合がある。回転の
自由はまた、クランプに接合されたシャフトに含まれ得る。回転の自由は、クランプが針
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に対して閉じるときにクランプが少し移動することを許容し、針の弧に適応し、クランプ
が針を変形させることなく、また、針を曲げることなく針を把持することができる。いく
つかの実施形態において、クランプ及び／又はシャフトの軸方向の動作範囲は、針が弧に
対して横方向に針が歪むことを防止及び／又は制限する。加えて、クランプの軸方向の移
動及び／又はクランプの針に向かう回転は、針から離れて周囲の組織を押す利点を有し、
クランプが針を把持できるようにし、縫合部位での組織の縫合を容易にする。
【００３２】
　もう一つのクランプの修正が図８に示されている。ここでは、押し棒１６は、歯状突出
部１９を有し、その各々がジョーのすき間に位置している。従って、押し棒１６が基部方
向へ移動すると、図８に図示されているように歯状突出部がジョー１７、１８を開かせ、
一方で押し棒１６が先端方向へ移動するとジョーを閉じさせ、この場合に針を保持する。
初期の状態で、デバイスがトロカールを貫通して通るとき、クランプは基部に近い位置に
あり、図９に例示的に図示されているようにジョーが回転されている。ここでは、外科医
はデバイスをハンドル２０（図１）で保持している。可動ハンドル２１が押圧されると、
一方のクランプが最も先端の位置に前進し、クランプシャフトの軸線１０２の回りに回転
する。その後、図１０に例示的に図示されているように、ジョー１７及びジョー１８が閉
じて針３を保持する。その後外科医が、デバイスの軸線１０１の回りにデバイスの本体を
移動又は回転させることにより、針３を組織に貫通させ押すことができる。
【００３３】
　縫合適用プロセスが図１１に図示され、先端部１の作動部分がトロカール２２を通して
挿入され、クランプ２３が所定の位置に針３を保持している。デバイスをデバイスの軸線
１０１の回りに回転させることにより、外科医は針で切開近傍の組織を突き刺し、縫合の
縫い目を形成するために、針３を組織に貫通させて引き出す。可動ハンドル２１が再び押
圧されると、図１２に図示されているように、第２のクランプ２５が最も先端の位置へ前
進し、シャフトの回りに回転する。第２のクランプ２５のジョー１７、１８が閉じ、針３
をその鋭い先端近傍で保持する。次に、第１のクランプ２３がそのジョー１７、１８を開
いて針を解放し、その後そのシャフトの回りに回転し、初期状態へ移動する。このように
針が係合され、デバイスが針をその尖った先端近傍で保持しているので、外科医は針のベ
ース部及び糸４を、刺してできた穴に通すことができる。続いて、可動ハンドルを押圧す
るとクランプ２３が針をベース部で保持しクランプ２５が開くことになる。このように、
続けて可動ハンドル２１を押圧することによって、外科医は交互のクランプに針を係合さ
せ、付加的な器具を使用することなく、縫合の縫い目を形成することができる。このこと
は、外科医の他方の手を空いた状態にするとともに、縫合適用プロセスを大幅に促進する
。
【００３４】
　また、縮小形態及び把持形態の間の、典型的且つおおよそ順次的なクランプの動作の四
つの構成要素が、図１２に概略的に図示されている。特に、縮小形態からの動作を説明す
る、デバイスの軸線１０１及びクランプを支持するシャフトに沿ったクランプ２５の軸方
向の移動が、軸方向の線分２５aによって概略的に示されている。ジョーの軸方向の移動
が十分に行われて針がジョー１７、１８の開口内に整列されると、ジョーが、シャフトの
軸線に沿って針３をジョー１７、１８の間に配置するようクランプ２５を支持するシャフ
トの軸線１０２の回りに回転２５ｂを行う。シャフトの回転軸線がジョーの針に係合する
表面からオフセットされているので、クランプの軸方向移動とクランプの回転移動との両
方が、縮小したクランプと針との間にクリアランスを与えることに役立つ。次にクランプ
２５が短い距離２５ｃ（典型的に、針の直径の２０倍以下であり、多くの場合、針の直径
の数倍）だけ再び軸方向に移動し、針がジョーを閉じた他方のクランプに保持されている
間、針に少し圧力を加え、それによって針をクランプに対する所望の定格の位置に向かっ
て戻す。このクランプの少しの軸方向の移動若しくはクランプの「行きすぎ」が、クラン
プが閉じて針を把持する前に、針を適所に配置する。最後に、図７に湾曲した線分２５ｄ
で示されているように、ジョー１７、１８が閉じて、針に軸方向に係合し針を把持する。
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針を挟んで閉じている間、クランプ２５は動作の制限された範囲内で少し回転する場合が
あり、針が曲がるのを防ぐよう針の円弧に適応する。これらの工程の部分は、動作によっ
て実行される関連する機能（軸方向のクリアランスを提供し、回転のクリアランスを提供
し、針を加圧し、クランプを把持すること）が維持される限り、多少重複してもよい。い
くつかの実施形態において、針に加圧することを先行させる場合があり、クランプが針を
把持する形態から縮小した形態へ移動するとき、概してこれらの工程の順序は逆になる。
【００３５】
　第１の部分が先端部１に収容され（図１）、他方の部分が基部２に収容されるリンク機
構が、デバイスを機能させる。ここでは、この機構の第１の部分が、クランプの回転及び
針を把持するシーケンスを支持し、同時に、第２の部分が、クランプの切り換え、及び可
動ハンドル２１からクランプへ針の保持力を伝達することを確実にする。図１３及び図１
４に、フレーム２６の内側で作動部分に配置された一方のクランプの機構の配列が、例示
的に示されている。ピン９に軸支されたクランプのジョー１７及びジョー１８がヨーク１
０に挿入され、ヨーク１０はシャフト３１に取り付けられ、シャフト３１は一方の端部に
押し棒１６が固定された筒状部３６に収容されている。ばね３５がこの筒状部上に配置さ
れ、押し棒２９と押し棒３４とがシャフト３１にはめられ、押し棒３４の内側でらせんブ
ッシュ３３がシャフト３１に固定される。次に、止めプレート３０が、シャフト３１の端
部に固定される。押し棒２９は孔のある三つの突出部を有し、ばね３２が中間の突出部と
押し棒３４との間でシャフト３１にはめられ、ロッド２８が押し棒２９の基部側の突出部
の孔に挿入され、そこにばね２７がはめられ、一方の端部が押し棒２９にかかり、他方の
端部がロッド２８上の突出部にかかる。ロッド２８に力が適用されると、ロッド２８が先
端方向へ移動し始め、ばね２７を圧縮し、取りつけられた押し棒２９を動作させ、次にそ
の中間の突出部が、先に圧縮されたばね３２によって、押し棒３４を先端方向へ移動させ
る。
【００３６】
　図１３～１６に図示されているように、押し棒３４はその内側面に突出部３７を有し、
突出部３７は押し棒が先端方向に押されるに従って、らせんブッシュ３３のらせん溝内を
移動する。押し棒３４が移動するとき、ブッシュ３３は、基部側の端部に止めプレート３
０が配置されたクランプシャフト３１に堅く取り付けられているので、その軸線の回りに
回転することができない。このように押し棒２９の移動が、シャフト３１を、ヨーク１０
に固定されたジョー１７、１８とともに動作させる。止めプレート３０がその最も先端の
位置に到達するとき、フレーム２６の開口部３９に一列に並び、続いて押し棒３４を移動
させてシャフト３１とともにブッシュ３３を回転させ、順にばね２１を圧縮し、同時に取
り付けられたジョー１７、１８がシャフト３１の軸線１０２の回りに回転する。
【００３７】
　続く圧縮ロッド２８の移動の間、押し棒２９の先端が、押し棒１６が取り付けられた筒
状部３６を押し、それによってジョーが閉じて針を保持し、ばね３５を圧縮する。このよ
うにロッド２８の先端方向への単一の動作の過程を通して、クランプが、基部側のジョー
がデバイスの軸線に沿って針の基部側に位置し、クランプの先端側のジョーがデバイスの
軸線に沿って針の先端側に位置する所定の位置へ前進する。次にクランプが、針３が基部
側のジョーと先端側のジョーとの間に入るように、クランプシャフトの軸線１０２の回り
に回転し、その後、ジョーが閉じて針を把持する。ばね２７の働きによってロッド２８の
逆の動作が起こり、押し棒２９が筒状部３６を解除し、筒状部３６がばね３５によって基
部方向へ移動し、押し棒１０がジョーを開き、針を解放する。次に、押し棒２９及び押し
棒３４の動作が、ブッシュ３３とともにシャフト３１及びジョー１７、１８を所定の位置
へ戻し、該所定の位置で、止めプレート３０が、らせんブッシュ３３の動きによって開口
部３９内で、シャフト３１とともにジョー１７、１８が初期位置へ基部方向に移動可能な
位置へ回転する。このように、デバイスが逆の動作を行い、その間にクランプのジョー１
７、１８が初期位置へ戻る。ここではデバイスの一方のクランプ２３の操作が考察された
が、第２のクランプ２５は同様に作動する。
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【００３８】
　好適な実施形態では、ハンドル２１（図２）を一度押すことによって、機構がロッド２
８を先端方向へ移動させ、最も先端の位置に係止させる一方、その間、第２のロッド４０
は、はねの動きによって解除され初期の基部方向の位置へ戻る。ハンドルがもう一度押さ
れると、ロッド４０が移動し最も先端の位置に係止する一方、ロッド２８が解除され、初
期の位置に戻る。この機能は、基部２内に収容されたリンク機構によって実現される。
【００３９】
　基部２に収容された実施例のリンク機構が図１７及び図１８に図示されている。基部２
はグリップ５９と、可動ハンドル６０が取り付けられたシャフト５３とに強固に接合され
たフレーム４１から成る。フレーム４１は、各々が三つの孔を有するプレート６２及びプ
レート６３を有する。ばね４５、４８及び円錐ブッシュ４６、４９を取り付けたロッド４
４、４７が孔のうちの二つに挿入され、ロータ５１を取り付けて成るロッド５０が第３の
孔に挿入される。このロッドの端部はレバー５６に枢着されており、レバー５６の他方の
端部にローラ５７が取り付けられている。その中間部においてレバー５６はレバー５８の
一方の端部に枢着され、レバー５８の他方の端部はグリップ５９に枢着されている。先端
部１を固定するための組み立て部品が、例えば、ナット５４を有するコレット５５として
、フレーム４１の先端に取り付けられている。解除ボタン４３を有する係止デバイス４２
が、フレーム４１の中間部でシャフトに取り付けられている。
【００４０】
　次に図１９を参照し、フレーム４１の側壁に取り付けられたスプライン５２が、ロータ
５１をロッド５０のような軸の回りに９０度回転させ、それとともにロータ５１が、元の
スプライン５２から最も基部方向の位置へ移動させる。実施例のスプライン５２は傾斜突
出部６４を有し、該突出部がロータ５１をその軸の回りに回転させる。ロッド５０に取り
付けられたロータ５１は、四つの傾斜突出部６３を有する。初期位置において、ハンドル
６０は回転してグリップ５９から離れており、レバー５６は、ロッド５０が最も基部方向
の位置へ変更される位置にある。レバー５６のローラ５７は、細長い孔状の凹部６１（図
１７）の領域内を移動することができる。
【００４１】
　次に、ロッド４４及びロッド４７が最も基部側の位置に位置する機構の操作が説明され
る。ハンドル６０が押圧されると、レバー５６が、該レバーをレバー５８に枢着させるシ
ャフトの回りに回転する。レバー５６の端部がロッド５０を押し、それを先端方向へ移動
させると同時に、レバー５６の他方の端部にあるローラ５７が細長い孔状の凹部６１内を
移動する。ロッド５０はロータ５１を先端方向へ移動させ、順に後方の突出部が円錐ブッ
シュのうちの一つを押す。例えば、ブッシュ４９がロッド５０とともに先端の作動部１の
ロッド４０を押して（図１７）、適当なクランプを前進させ針を保持させる。ハンドル６
０が最も押し下げられた位置になると、ブッシュ４９がばね４８を圧縮して必要な針保持
力を与え、係止デバイス４２がブッシュ４９をこの位置に固定する。次にハンドル６０が
解除され、初期の開いた位置に戻ることができる。この時点で、針は依然として保持され
ており、外科医は針を使用して切開に隣接した組織に突き刺すことができる。ハンドル６
０が解除されると、ロッド５０とともにロータ５１が、レバー５６の働きによって基部方
向へ移動する。ロータ５１が基部方向へ移動すると、最も基部側の位置が、傾斜突出部６
４及び突出部６３の働きによってそのシャフトの回りに９０度回転する。このようにハン
ドル６０が連続して押圧されると、ロータ５１が第２の円錐ブッシュ４６を動作させ、次
に第２のクランプを前方へ進ませ針を保持させる。係止デバイス４２がブッシュを最も先
端の位置に固定し、同時にブッシュ４９が解除され、このとき、第１のクランプが、先端
部１に配置されているばね２７の働きによって針を離し、初期位置へ戻る。その後外科医
は組織から針を抜き出し、刺した穴に糸を通して引き出し、縫い目を形成することができ
る。縫合が完了したとき、針は解除され患者から取り除かれ得る。これは、ボタン４３を
押すことによって達成される。ボタンを押すことで、係止４２が回転し両方のクランプを
解除し、それによって針を解除し、取り除くことが容易になる。
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【００４２】
　デバイスの作動部である先端部１は、デバイスの消毒を容易にするために、取り換え可
能な部分として、例えば、使い捨て可能な構成要素として設計され、実施される場合があ
る。この場合、取り換え可能な部分は、図１８に図示されているように、ナット５４を有
するコレット５５を使用して取りつけられてよい。取り換え可能な部分を取り付ける他の
方法は、例えば、留め金を有するブッシュを利用するものである。いずれにせよ、先端部
１の基部２への取り付けは確実であり、その取り付け及び取り外しの工程は複雑でないだ
ろう。先端部１を取り外し可能とする他の理由は、全て基部２に取り付けることができる
異なる先端部のセットを使用できるようにするためである。これら先端の作動部の差異は
、ジョーの形状及び寸法、先端部の長さの差異、及び異なる形状やサイズの針を使用し、
異なる深さでさまざまな組織の縫合を行うために特有の他の特性の差異である場合がある
。
【００４３】
　クランプのもう一つの実施形態が図２０～２２に図示されている。ジョー６７が筒状部
６６の端部に取り付けられ、また、筒状部６６はシャフト７０にはめられ、シャフト７０
の端部にブラケット６９が取り付けられる。可動ジョー６８がピン７１を軸にして配置さ
れ、ピン７１はブラケット６９の開口部に挿入される。ジョー６７がクランプシャフト７
０に沿って基部方向へ移動すると、ジョー６７の突出部７２がジョー６８の上部部分を押
し、ピン７１を軸に回転させる。これによってジョー６７及びジョー６８の下部部分が互
いにより遠くなり、クランプが開く。ジョー６７が反対へ（先端方向へ）移動すると、最
大の位置において、クランプが針３に対して閉じ、針３を保持する。ジョー６７及びジョ
ー６８の下部部分は、一般的な手段（ダイアモンドスパッタリング、炭化タングステンプ
レートのろう付け等）により強化された平坦部を有しているので、ジョーが閉じることに
よって、縫合の間、針３を確実に把持する。
【００４４】
　確実な把持はまた、針を保持するジョー表面を互いに平行に、及び針の湾曲した面に対
して平行に整列させることによって容易になる。この理由により、本デバイスは、針を把
持する確実性を損なうことなく、さまざまなサイズや形状の針に使用することができる。
その他の点では、デバイスは、上記したものと同様に働く。初期状態で、クランプは、ジ
ョーが開いて上向きに回転した状態で最も基部に近い位置に配置され（図２０の上方のク
ランプ）、従ってクランプが先端方向へ前進すると、ジョーは針に接触することなく通過
し、その後、クランプの最も先端の位置においてのみ、シャフト７０の軸線１０２の回り
に回転する。その後ジョー６７は先端方向への移動を続け、針を押圧すると同時に針にジ
ョー６８を押圧させて、ジョーが連結し針が保持される。クランプのこの実施形態は、ジ
ョー６８がピン７１の回りを回転するレバー（てこ）として機能し、ジョー６７からの力
を針に伝達するので（力の伝達比は、ジョー６８の寸法によって、１：１より著しく大き
い）、より確実な針の保持を達成する。縫合の過程で、針は、それを変形させる、または
クランプの保持を移動させるさまざまな要因に遭遇し得る。針の過度の移動を防止するた
めに、ジョー６８は、針を確実に保持できる位置に軽く押す歯状突出部７３を有する。
【００４５】
　クランプのもう一つの実施形態が図２３～２４に図示されている。クランプに関連する
部分を除くデバイスの全ての部分は、先の実施形態のものと同様である。先の実施形態と
異なり、ジョー７６及びジョー７７は、ヨーク７５に挿入された共通のピン７１を軸にし
て取り付けられ、ヨーク７５は、シャフト７０の端部に取り付けられている。ジョー７６
、７７は、ヨーク７５内でピン７１の回りに回転することができ、それとともにヨーク７
５は、筒状部６６内に配置されたシャフト７０の軸線１０２の回りに回転することができ
、筒状部６６はその先端に取付けられた押し棒７４を有する。これらの部分は、ヨーク７
５のベースが押し棒７４の細長い孔状の凹部内に位置するように組み立てられており、そ
れによってヨーク７５は、細長い孔状の凹部の長さに従って、前方及び後方に移動するこ
とができる。二つのクランプの押し棒の細長い孔状の凹部は、互いに対して交叉状に配置
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されている。押し棒７４はロッドの軸線に関連して角を成す二つの溝を有する。ジョー７
６は突端部８３を有するレバー８２を有し、ジョー７７は突端部８１を有するレバー８０
を有する。組み立てられたとき、レバーの突端部は、図２５にヨークを取り除いて図示さ
れているように、押し棒７４の角を成す溝７８内に配置される。
【００４６】
　多くの実施形態において、ジョー７６及びジョー７７の表面８４及び表面８５は、ジョ
ーが針に対する確実な保持を維持できるよう強化されている。表面８４、８５は、炭化タ
ングステン等の硬質材料から成る挿入物、またはダイアモンドスパッタリングによって強
化されている場合がある。ある実施形態において、ジョーはまた、爪部７９を有し、該爪
部は、針が保持のプロセスにおける標準の位置から逸脱する場合に、針の位置を修正する
。押し棒７４が先端方向へ移動すると、突端部８１、８３が、押し棒７４の斜めの溝の内
側面に沿って進む。このことによって、ジョーがピン７１の回りに回転し、ジョー７６、
７７の作動表面８４、８５が寄り合う。押し棒７４が基部方向へ移動すると、突端部８１
、８３が押し棒７４の斜めの溝７８の外側面に沿って進み、ジョーを開かせる。説明され
た、斜めの溝を有する押し棒と連動するジョーの設計は、著しくより大きな力をジョーに
伝達することができ、従って、より確実な針の保持を保証する。このことは、ハンドルに
よって押し棒に適用される長手方向の力を、ジョーのレバーにおけるトルクに変換するこ
とによって達成される。事実上、角度が低減されると、角を成す溝はくさび（wedge）を
形成し、より高い伝達要因を有する。
【００４７】
　他の点で、図２３～２６の実施形態のクランプは、先の実施例で説明されたものと同様
に動作する。初期状態において、両方のクランプは上方に回転され、基部方向に配置され
ている。ハンドルが押圧されると、一方のクランプが、その最も先端の位置まで先端方向
へ前進する。それが移動するとともに、ヨーク７５より押し棒７４が遅れ、それによって
ジョー７６、７７が開く。押し棒７４とともに止めプレート３０がそれらの最も先端の位
置に到達すると、さらにハンドルを押圧することにより、らせんブッシュ及びシャフト７
０が回転する。この回転移動により、開いたジョーが、押し棒７０の軸線の回り及び針３
の部分の回りを回転する。さらに圧力がハンドルに適用されると、押し棒２９の先端部が
筒状部６６及び押し棒７４を押し、それによって次にジョーが閉じて針を保持する。この
ように、一度ハンドルを押圧することにより、ジョーが針の位置まで前進し、所定の位置
に回転し、針を保持する。クランプが解除されると、圧縮されたばね２７の動きにより、
プロセスが逆になる（図１３）。このとき、押しロッド２９が、ばね３５からの力によっ
て筒状部６６を解除し、及び基部方向へ移動して、押しロッド７４にジョーを開かせ、針
を解除させる。次に、押しロッド２９及び押しロッド７４の動作が、ブッシュ３３ととも
にシャフト７０及びジョー７６、７７を止めプレート３０が移動する所定の位置に回転さ
せ、シャフト７０が初期の基部側の位置まで基部方向へ移動できるようにする。
【００４８】
　クランプのもう一つの実施形態が図２７～２９に図示されている。図２７に図示されて
いるように、二つのクランプの各々は、回転ジョー及びパワージョーから成る。第１のク
ランプは、ロッド９２に取付けられた回転ジョー８６と、筒状部９０に取付けられたパワ
ージョー８８とを含む。同様に、第２のクランプは回転ジョー８７及びパワージョー８９
を含む。筒状部９０は、長手方向の溝９１と環状溝９２とを有する。このタイプのクラン
プは、パワージョーが折り畳み形態と開いた作動形態との間で折り畳み、及び展開できる
ことにより、より大きな針を使用し且つより厚い組織を縫合することができる。折り畳み
形態は低減された外形を有し、先端作動部１とともにクランプをトロカールに通して導入
することを容易にする。図２８ａは、ジョーが折り畳んだ形態である作動部分の端面図で
ある。作動形態では、上記のようにジョーが開いて機能し、交互に針を保持する。図２８
ｂは、ジョーが展開した形態である作動部分の端面図である。図２７～２８ｂに図示され
た円形のシース９４は、パワージョーの位置を制御するために使用される場合がある。シ
ースはその突端にタブ９５及びタブ９６を有し、それは、シースを時計回りに回転させて
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パワージョー８８、８９を折り畳み、及びシースを反時計回りに回転させてパワージョー
８８、８９を展開するために使用され得る。
【００４９】
　図２９は、シースが取り除かれた、フレーム９９を有する作動部分の先端部１を示し、
フレーム９９の先端に第１及び第２のクランプについて二つのピン９８がある。ピン９８
の内側の端部は筒状部９０の長手方向の溝９１へ突き出し、筒状部がいったん伸長された
とき軸方向の回転を防止する。デバイスの操作はおおよそ、上記の実施例におけるものと
似ているが、いくつかの重要な差異がある。手順の開始に先立って、外科医はシース９４
を回転させ、パワージョー８８、８９を折り畳み形態に折り畳む。この時点で、回転ジョ
ー及びパワージョーはそれらの初期位置にあり、それとともに両方のクランプの筒状部９
０は、ばね３５の力によって、それらの最も基部側の位置に押しつけられている。この位
置において、ピン９８は、環状溝９２内に配置され（図２７）、それによって、タブ９５
、９６によって押されたとき、筒状部９０が取り付けられたパワージョー８８、８９とと
もにそれらの長手方向の軸線の回りに回転することができる（図２８ａ、図２８ｂ）。作
動部分がトロカールを通して導入されたあと、外科医はシース９４を回し、タブ９５、９
６がパワージョー８８、８９を作動形態に広げる。針を保持するために、外科医は可動ハ
ンドル２１を押し（図１）、力がロッド２８に伝達され、ばね３２によって、押しロッド
２９及び押しロッド３４を先端方向へ移動させる。この動作が、ロッド９３に取り付けら
れたブッシュ３３に移り、ロッド９３の先端に取り付けられた回転ジョー８６が、その最
も先端の位置へ前進する。この時点で、止めプレート３０が、その最も先端の位置へ到達
し、そこで、らせんブッシュ３３がロッド９３及び回転ジョー８６を長手方向の軸線の回
りに回転させ、ジョーが、針３の近傍の作動位置に到達する。ロッド２８がその先端方向
への動作を続けると、押し棒２９の先端が筒状部９０の端部を押し、筒状部９０と筒状部
９０の先端に取り付けられたパワージョー８８を先端方向へ移動させ、針３を回転ジョー
８６に対して押し付ける。パワージョー８８は斜めの突起１００を有し（図２７）、それ
は針の位置を、その標準の位置から逸脱する場合に修正する働きがある。パワージョー８
８の最も先端の位置において、ハンドルのブッシュ２９は係止４２によって固定され（図
１７）、針はジョー８６及び８８の間に堅く保持される。この位置において、外科医は針
で組織を突き刺すことができる。可動ハンドル２１がもう一度押されると、針は第２のク
ランプによって保持され、ほぼ同時に第１のクランプによって解除され、第１のクランプ
のジョーは初期の基部側の位置へ戻る。この時点で、針は第２のクランプによってその突
端近傍で保持され、外科医は縫い目を形成することができ、刺した穴を通して縫合糸を引
き抜くことができる。
【００５０】
　手順を完了させたあと、外科医は、作動部分がトロカールを通して抜き出されるよう、
シース９４を回してパワージョーを折り畳み形態に折り畳む。説明されたパワークランプ
の実施形態は、ジョーが針をより安全に保持するよう、より強力に製造されている点で上
記のものと異なり、及びパワージョーの展開する設計が、クランプ間のより大きい距離で
針を保持できるようにし、縫合においてより深く組織を突き刺すことができるようにした
点で上記のものと異なる。
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